
※特設サイトの記載がない場合、特設サイト内にてリンク先としてご紹介できない場合がございます。予めご了承ください。 

松阪観光客支援・宿泊施設飲食店等応援クーポン事業 

～松阪ココ行こ！クーポン～ 飲食お土産店等登録申込書 

松阪市観光協会では、観光客の消費を喚起し、地域経済の活性化を図るため、松阪観光客支援・宿泊施設

飲食店等応援クーポン事業～松阪ココ行こ！クーポン～の実施を予定しています。 

つきましては、事業の実施を前提として松阪市観光協会会員様及び松阪市在住の飲食店様及びお土産店様

に、是非ご協力をお願いいたします。「松阪ココ行こ！クーポン参加登録飲食お土産店募集要項」をご確認い

ただき、ご協力いただける場合は、必要事項を記載のうえ、下記宛先まで必ずメールにて送付願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力いただける場合は、必要事項を記載のうえ、下記宛先までメールにて送付願います。 

 以下いずれかに選択し、必ず〇をしてください（飲食店については主に該当する種類についても○

して下さい）※例：飲食店（すき焼き・焼肉・ステーキ・肉自慢・鶏焼肉・カレーうどん・寿司・中華） 

飲食店（すき焼き・焼肉・ステーキ・肉自慢・鶏焼肉・カレーうどん・寿司・中華そば・和食・

カフェ・その他） ・ お土産店 ・ その他 
 

店名：                                  

住所   :〒     （市町名から）                          

電話番号 ：                 FAX 番号 ：                            

E-mail  ：                             

公式サイト：                             

営業時間：                  休業日：                 

（会社名等） 

代表者様 ：                                 

ご担当者様：                             

ご承諾いただける場合はチェックしてください。サイト内容はいつでも修正することができます。 

※修正にお時間を頂戴する場合がございます。 

□今回の申込み内容・写真を観光協会 HP及び SNSに反映してもよい。 

※上記に記載いただいた施設名等は告知用媒体等にも掲載予定です。 

MAIL：coupon@matsusaka-kanko.com 

申込み期限：令和 6年 5月 31日（金） 

●事務局 松阪駅観光情報センター 服部、岩本  TEL:0598-23-7771 FAX:0598-26-4778  

                        MAIL: coupon@matsusaka-kanko.com 

【開催期間】 

 令和６年７月１日（月）～令和６年１２月３１日（火） 

【登録条件】 

 以下の条件を全て満たすこと 

 ・松阪市内にある飲食店及びお土産店であること 

 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭和 23 年法律第 122 号）の第 2 条第 6 項第 4 号に

規定される施設ではないこと 

 ・特設サイトに掲載するにあたって店舗の画像（外観及びおススメのメニュー）をメールにて提供すること 

【申込みにあたっての注意事項】 

・申込み後は、期間終了までの間、原則として、参加を取りやめることはできません。 

・「松阪観光客支援・宿泊施設飲食店等応援クーポン事業 ～松阪ココ行こ！クーポン～ 飲食お土産店募集要

項」をご確認頂き、その内容の遵守をお願いいたします。 


